
第
百
五
十
七
号
議
案 

 
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 

 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
仙
台

市
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
」
を
「
常
勤
の
監
査
委
員
及
び
常
勤

の
人
事
委
員
会
の
委
員
」
に
、
「
七
十
一
万
三
千
円
」
を
「
七
十
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
六
十

四
万
円
」
を
「
六
十
五
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
八
十
三
万
円
」
を
「
八
十
五
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
八
号
に
掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
」
を
「
附
属
機
関
の
構
成
員
そ
の
他
の
臨
時

又
は
非
常
勤
の
職
員
」
に
、
「
二
万
八
千
円
」
を
「
二
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
当
該
特
別
職
の
職
員
」
を
「
当
該

臨
時
又
は
非
常
勤
の
職
員
」
に
、
「
五
十
九
万
四
千
円
」
を
「
六
十
一
万
円
」
に
、
「
九
十
万
円
」
を
「
九
十
二
万

円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五
万
八
千
円
」
を
「
五
万
九
千
五
百
円
」
に
、
「
八
十
六
万
円
」
を
「
八
十
八
万

三
千
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
中 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

          

月
額 

 
 

八
四
〇
、
○
○
○
円 

月
額 

 
 

九
一
〇
、
○
○
○
円 

月
額 

一
、
〇
二
〇
、
○
○
○
円 

 

1
 

月
額 
 
 

八
六
〇
、
○
○
○
円 

月
額 

 
 

九
三
〇
、
○
○
○
円 

月
額 

一
、
〇
四
〇
、
○
○
○
円 

 



別
表
第
二
中 

「 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

月
額 

 

六
二
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 

八
五
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 

九
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
六
〇
〇
円 

月
額 

二
〇
三
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
六
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
六
〇
〇
円 

日
額 

 

一
三
、
七
〇
〇
円 

日
額 

 

三
〇
、
八
〇
〇
円 

日
額 

 

三
〇
、
八
〇
〇
円 

日
額 

 

三
四
、
一
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
六
〇
〇
円 

日
額 

 

二
二
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

二
七
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
六
〇
〇
円 

月
額 

二
〇
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

二
四
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

二
〇
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

二
四
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 
八
一
、
〇
〇
〇
円 

月
額 
二
九
八
、
〇
〇
〇
円 

 

月
額 

 

六
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 

八
七
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 

九
五
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

一
〇
二
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
九
〇
〇
円 

月
額 

二
〇
八
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
九
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
九
〇
〇
円 

日
額 

 

一
四
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

三
一
、
六
〇
〇
円 

日
額 

 

三
一
、
六
〇
〇
円 

日
額 

 

三
五
、
〇
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
九
〇
〇
円 

日
額 

 

二
二
、
五
〇
〇
円 

日
額 

 
二
七
、
七
〇
〇
円 

日
額 

 

一
一
、
九
〇
〇
円 

月
額 

二
〇
八
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

二
四
九
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

二
〇
八
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

二
四
九
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 

八
三
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

三
〇
六
、
〇
〇
〇
円 

 

2
 



 
（
調
整
規
定
） 

２ 
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条
例
は
、
こ
の
条
例
に
よ

っ
て
ま
ず
改
正
さ
れ
、
次
い
で
仙
台
市
職
員
の
旅
費
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
仙
台
市
条
例
第 

 
 

号
）

附
則
第
八
項
の
規
定
又
は
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
旅
費
、
費
用
弁
償
の
額
並
び
に
そ
の
支
給
方
法
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
仙
台
市
条
例
第 

 
 

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
特
別
職
の
職
員
並
び
に
本
市
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改
定
措
置
等
を
考
慮
し
、

議
員
報
酬
並
び
に
そ
の
他
の
特
別
職
の
職
員
の
給
料
及
び
報
酬
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

                   

3
 



第
百
五
十
八
号
議
案 

 
市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
を
「
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
五
号
）
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
（
第
九
条
に
お
い
て
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項

各
号
を
削
る
。 

 

別
表
中
「
一
、
三
一
〇
、
○
○
○
円
」
を
「
一
、
三
四
〇
、
○
○
○
円
」
に
、
「
一
、
〇
二
〇
、
○
○
○
円
」
を

「
一
、
〇
四
〇
、
○
○
○
円
」
に
、
「
八
三
〇
、
○
○
○
円
」
を
「
八
五
〇
、
○
○
○
円
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
特
別
職
の
職
員
並
び
に
本
市
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改
定
措
置
等
を
考
慮
し
、

市
長
等
の
給
料
月
額
等
を
改
定
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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